
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMIYA NEWS 
No.１８４ 202４年５月１７日 ＪＲ東労組大宮地本 

会社による懲罰的日勤教育に対し 

連帯する仲間から共にたたかう 

激励を受ける！！ 

第一回交渉 ２０２３年 4月 14日：事象発生時等の時系列について 

第二回交渉 ２０２３年 4月 27日：会社の行った４M４Eについて 

第三回交渉 ２０２３年 6月 29日：４M４Eの有効性について 

第四回交渉 ２０２３年 7月 27日：会社が行わせた決意表明について 

第五回交渉 ２０２３年１２月 25日：本人を追い込んだ決意表明について 

会社は懲罰的な教育で病欠まで追い込んだ事実を 

受け止め、速やかに団体交渉を開催するべきだ！ 


